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自
衛
隊
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
防
衛
招
集
命
令
、
国
民
保
護
等
招
集
命
令
及
び
災
害
招
集
命
令
の
取
消
し

（
防
衛
招
集
命
令
、
国
民
保
護
等
招
集
命
令
及
び
災
害
招
集
命
令
の
取
消
し

等
）

等
）

第
八
十
八
条

法
第
七
十
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
招
集
命
令
を
受
け
た

第
八
十
八
条

法
第
七
十
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
招
集
命
令
を
受
け
た

予
備
自
衛
官
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
招
集
に
応

予
備
自
衛
官
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
招
集
に
応

ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
直
ち
に
防
衛
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ

ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
直
ち
に
防
衛
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ

る
申
出
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
出
書
」
と
い
う
。
）
に
市
町

る
申
出
書
に
市
町
村
長
の
証
明
書
（
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
も
の
、

村
長
の
証
明
書
（
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
も
の
、
第
二
号
中
配
偶
者

第
二
号
中
配
偶
者
若
し
く
は
一
親
等
の
血
族
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
る

若
し
く
は
一
親
等
の
血
族
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
る
も
の
又
は
第
三
号

も
の
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
病
名
、
負
傷

に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
病
名
、
負
傷
の
程
度
、
負
傷
又

の
程
度
、
負
傷
又
は
疾
病
の
原
因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の
他

は
疾
病
の
原
因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所
見

参
考
と
な
る
所
見
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
及
び
市
町
村
長
の
証
明
書
）

を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
及
び
市
町
村
長
の
証
明
書
。
以
下
こ
の
条
に
お

を
添
え
て
防
衛
大
臣
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
「
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
防
衛
大
臣
に
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一

心
身
に
故
障
を
生
じ
た
と
き
。

二

配
偶
者
又
は
一
親
等
の
血
族
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に

よ
り
重
態
で
あ
る
と
き
。

三

同
居
の
親
族
が
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
重
態
で
あ
つ
て
、
当
該
予
備
自

衛
官
以
外
に
そ
の
看
護
を
す
る
者
が
な
い
と
き
。

四

親
族
が
死
亡
し
、
又
は
住
居
が
滅
失
し
、
若
し
く
は
重
大
な
災
害
を
被

四

親
族
が
死
亡
し
、
又
は
住
居
が
滅
失
し
、
若
し
く
は
重
大
な
災
害
を
こ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
予
備
自
衛
官
以
外
に
そ
の
後
始
末
を
す
る
者

う
む
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
予
備
自
衛
官
以
外
に
そ
の
後
始
末
を
す

が
な
い
と
き
。

る
者
が
な
い
と
き
。
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２

前
項
の
規
定
に
よ
る
予
備
自
衛
官
の
申
出
は
、
申
出
書
及
び
証
明
書
等
を

２

前
項
に
規
定
す
る
予
備
自
衛
官
の
申
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
申
出
書
並

当
該
予
備
自
衛
官
の
現
住
所
の
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
を
担
当
区
域
と
す

び
に
証
明
書
及
び
診
断
書
を
当
該
予
備
自
衛
官
の
現
住
所
の
属
す
る
都
道
府

る
地
方
協
力
本
部
の
地
方
協
力
本
部
長
に
直
接
持
参
し
、
又
は
書
留
の
郵
便

県
の
区
域
を
担
当
区
域
と
す
る
地
方
協
力
本
部
の
地
方
協
力
本
部
長
に
直
接

物
、
そ
の
取
扱
い
に
お
い
て
引
受
け
及
び
配
達
の
記
録
を
す
る
郵
便
物
若
し

持
参
し
、
又
は
書
留
の
郵
便
物
、
そ
の
取
扱
い
に
お
い
て
引
受
け
及
び
配
達

く
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

の
記
録
を
す
る
郵
便
物
若
し
く
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す

第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一

同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
が
送
達
す
る
同
条
第
三
項
に

般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者

規
定
す
る
信
書
便
物
（
次
条
第
二
項
及
び
第
九
十
三
条
に
お
い
て
単
に
「
信

が
送
達
す
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
信
書
便
物
（
次
条
第
二
項
及
び
第
九

書
便
物
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
こ
れ
ら
の
郵
便
物
に
準
ず
る
取
扱
い
を
す
る

十
三
条
に
お
い
て
単
に
「
信
書
便
物
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
こ
れ
ら
の
郵
便

も
の
と
し
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
書
留
郵

物
に
準
ず
る
取
扱
い
を
す
る
も
の
と
し
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下

便
物
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

こ
の
章
に
お
い
て
「
書
留
郵
便
物
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
送
付
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

予
備
自
衛
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
書
及
び
証
明
書
等
の
持
参
又

（
新
設
）

は
送
付
に
代
え
て
、
当
該
地
方
協
力
本
部
長
に
対
し
、
当
該
申
出
書
に
記
載

す
べ
き
事
項
及
び
当
該
証
明
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
磁
的
方
法

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
予
備
自
衛

官
は
、
当
該
申
出
書
及
び
証
明
書
等
を
当
該
地
方
協
力
本
部
長
に
持
参
し
、

又
は
送
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４

防
衛
大
臣
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
予
備
自
衛
官
が
招
集
に
応
ず
る
こ

３

防
衛
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
予
備
自
衛
官
が
招
集
に
応
ず
る
こ

と
が
で
き
な
い
旨
を
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
当
該
申
出
に
相
当
の
理
由
が

と
が
で
き
な
い
旨
を
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
当
該
申
出
に
相
当
の
理
由
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
招
集
に
応

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
招
集
に
応

ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
招
集
命
令
を
取
り
消
し
、
又
は
必

ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
招
集
命
令
を
取
り
消
し
、
又
は
必

要
な
期
間
招
集
を
猶
予
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
必
要
な
期
間
招
集

要
な
期
間
招
集
を
猶
予
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
必
要
な
期
間
招
集

を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
・
６

（
略
）

４
・
５

（
略
）
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（
訓
練
招
集
命
令
の
取
消
し
等
）

（
訓
練
招
集
命
令
の
取
消
し
等
）

第
八
十
九
条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訓
練
招
集
命
令
を
受
け

第
八
十
九
条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訓
練
招
集
命
令
を
受
け

た
予
備
自
衛
官
は
、
心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
訓
練
招
集
に
応
ず

た
予
備
自
衛
官
は
、
心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
訓
練
招
集
に
応
ず

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
直
ち
に
防
衛
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
直
ち
に
防
衛
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る

申
出
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
出
書
」
と
い
う
。
）
に
市
町
村

申
出
書
に
市
町
村
長
の
証
明
書
、
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
訓
練
招
集
に
応
ず

長
の
証
明
書
、
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
訓
練
招
集
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
な

る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
を
証
明
す
る
に
足
り
る
書
面
（
以
下
本
条
中
「
証

い
事
由
を
証
明
す
る
に
足
り
る
書
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
証
明
書
等

明
書
等
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
防
衛
大
臣
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
防
衛
大
臣
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
予
備
自
衛
官
の
申
出
は
、
申
出
書
及
び
証
明
書
等
を

２

前
項
に
規
定
す
る
予
備
自
衛
官
の
申
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
申
出
書
及

当
該
予
備
自
衛
官
の
現
住
所
の
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
を
担
当
区
域
と
す

び
証
明
書
等
を
当
該
予
備
自
衛
官
の
現
住
所
の
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
を

る
地
方
協
力
本
部
の
地
方
協
力
本
部
長
に
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
便
物
若
し

担
当
区
域
と
す
る
地
方
協
力
本
部
の
地
方
協
力
本
部
長
に
直
接
持
参
し
、
又

く
は
信
書
便
物
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
郵
便
物
等
」
と
い
う
。
）
と
し

は
郵
便
物
若
し
く
は
信
書
便
物
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
郵
便
物
等
」
と

て
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

い
う
。
）
と
し
て
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

予
備
自
衛
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
書
及
び
証
明
書
等
の
持
参
又

（
新
設
）

は
送
付
に
代
え
て
、
当
該
地
方
協
力
本
部
長
に
対
し
、
当
該
申
出
書
に
記
載

す
べ
き
事
項
及
び
当
該
証
明
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
磁
的
方
法

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
予
備
自
衛

官
は
、
当
該
申
出
書
及
び
証
明
書
等
を
当
該
地
方
協
力
本
部
長
に
持
参
し
、

又
は
送
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４

防
衛
大
臣
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
予
備
自
衛
官
が
訓
練
招
集
に
応
ず

３

防
衛
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
予
備
自
衛
官
が
訓
練
招
集
に
応
ず

る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
に
相
当
の

る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
に
相
当
の

理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
訓
練
招
集
命
令
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更

理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
訓
練
招
集
命
令
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
招
集
命
令
書
の
交
付
）

（
招
集
命
令
書
の
交
付
）
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第
九
十
一
条

（
略
）

第
九
十
一
条

招
集
命
令
書
は
、
地
方
協
力
本
部
長
が
隊
員
を
し
て
交
付
さ
せ

、
又
は
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
交
付
す
る
。

２

地
方
協
力
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
招
集
命
令
書
の
交
付
に
代
え

（
新
設
）

て
、
当
該
招
集
命
令
を
受
け
る
べ
き
予
備
自
衛
官
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
招

集
命
令
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
方
協
力
本
部
長
は
、
当
該
招
集
命
令

書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
は
、
当
該
予
備
自
衛
官
の
使
用
に
係
る
電
子
計

（
新
設
）

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
予
備
自
衛
官

に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４

（
略
）

２

（
略
）

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
に

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
防

規
定
す
る
防
衛
招
集
命
令
書
は
防
衛
招
集
命
令
を
受
け
た
予
備
自
衛
官
が
出

衛
招
集
命
令
書
は
防
衛
招
集
命
令
を
受
け
た
予
備
自
衛
官
が
出
頭
す
べ
き
日

頭
す
べ
き
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
国
民
保
護
等
招

の
十
日
前
ま
で
に
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
国
民
保
護
等
招
集
命
令
書
は

集
命
令
書
は
国
民
保
護
等
招
集
命
令
を
受
け
た
予
備
自
衛
官
が
出
頭
す
べ
き

国
民
保
護
等
招
集
命
令
を
受
け
た
予
備
自
衛
官
が
出
頭
す
べ
き
日
の
五
日
前

日
の
五
日
前
ま
で
に
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
災
害
招
集
命
令
書
は
災
害

ま
で
に
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
災
害
招
集
命
令
書
は
災
害
招
集
命
令
を

招
集
命
令
を
受
け
た
予
備
自
衛
官
が
出
頭
す
べ
き
日
の
五
日
前
ま
で
に
、
法

受
け
た
予
備
自
衛
官
が
出
頭
す
べ
き
日
の
五
日
前
ま
で
に
、
法
第
七
十
一
条

第
七
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訓
練
招
集
命
令
書
は
訓
練
招
集
命
令
を
受

第
一
項
に
規
定
す
る
訓
練
招
集
命
令
書
は
訓
練
招
集
命
令
を
受
け
た
予
備
自

け
た
予
備
自
衛
官
が
出
頭
す
べ
き
日
の
十
日
前
ま
で
に
交
付
す
る
も
の
と
す

衛
官
が
出
頭
す
べ
き
日
の
十
日
前
ま
で
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

る
。
た
だ
し
、
招
集
に
応
ず
べ
き
予
備
自
衛
官
（
訓
練
招
集
に
応
ず
べ
き
予

、
招
集
に
応
ず
べ
き
予
備
自
衛
官
（
訓
練
招
集
に
応
ず
べ
き
予
備
自
衛
官
を

備
自
衛
官
を
除
く
。
）
に
異
議
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

除
く
。
）
に
異
議
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
届
出
の
方
法
）

（
届
出
の
方
法
）

第
百
二
条

法
第
七
十
四
条
及
び
第
九
十
八
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り

第
百
二
条

法
第
七
十
四
条
及
び
前
四
条
の
規
定
に
よ
り
防
衛
大
臣
に
対
し
て

防
衛
大
臣
に
対
し
て
行
う
届
出
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出

行
う
届
出
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
及
び
第
九
十
八
条

書
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
届
出
書
」
と
い
う
。
）
及
び
第
九
十
八
条
か
ら

か
ら
第
百
条
ま
で
に
規
定
す
る
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
書
類
を
地
方
協
力

第
百
条
ま
で
に
規
定
す
る
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
書
類
（
同
項
に
お
い
て

本
部
長
に
直
接
持
参
し
、
又
は
書
留
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
こ
と
に
よ
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「
診
断
書
等
」
と
い
う
。
）
を
地
方
協
力
本
部
長
に
直
接
持
参
し
、
又
は
書

り
行
う
も
の
と
す
る
。

留
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

予
備
自
衛
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
及
び
診
断
書
等
の
持
参
又

（
新
設
）

は
送
付
に
代
え
て
、
当
該
地
方
協
力
本
部
長
に
対
し
、
当
該
届
出
書
に
記
載

す
べ
き
事
項
及
び
当
該
診
断
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
磁
的
方
法

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
予
備
自
衛

官
は
、
当
該
届
出
書
及
び
診
断
書
等
を
当
該
地
方
協
力
本
部
長
に
持
参
し
、

又
は
送
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
招
集
命
令
書
の
交
付
）

（
招
集
命
令
書
の
交
付
）

第
百
二
条
の
五

（
略
）

第
百
二
条
の
五

招
集
命
令
書
（
法
第
七
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
訓

練
招
集
命
令
書
を
除
く
。
）
は
、
地
方
協
力
本
部
長
が
隊
員
を
し
て
交
付
さ

せ
、
又
は
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
交
付
す
る
。

２

法
第
七
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
訓
練
招
集
命
令
書
は
、
訓
練
招

２

法
第
七
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
訓
練
招
集
命
令
書
は
、
訓
練
招

集
に
応
ず
べ
き
即
応
予
備
自
衛
官
に
つ
い
て
法
第
七
十
五
条
の
三
の
規
定
に

集
に
応
ず
べ
き
即
応
予
備
自
衛
官
に
つ
い
て
法
第
七
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
陸
上
自
衛
隊
の
部
隊
の
長
（
次
項
に
お
い
て
「

よ
り
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
陸
上
自
衛
隊
の
部
隊
の
長
が
隊
員
を
し
て
交
付

指
定
部
隊
の
長
」
と
い
う
。
）
が
隊
員
を
し
て
交
付
さ
せ
、
又
は
郵
便
物
等

さ
せ
、
又
は
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
交
付
す
る
。

と
し
て
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
交
付
す
る
。

３

地
方
協
力
本
部
長
又
は
指
定
部
隊
の
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
招
集

（
新
設
）

命
令
書
の
交
付
に
代
え
て
、
当
該
招
集
命
令
を
受
け
る
べ
き
即
応
予
備
自
衛

官
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
招
集
命
令
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
方
協
力

本
部
長
又
は
指
定
部
隊
の
長
は
、
当
該
招
集
命
令
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み

な
す
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
は
、
当
該
即
応
予
備
自
衛
官
の
使
用
に
係
る
電

（
新
設
）

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
即
応
予

備
自
衛
官
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
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５
～
７

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
二
条
の
八

前
節
第
三
款
の
規
定
は
、
即
応
予
備
自
衛
官
に
つ
い
て
準
用

第
百
二
条
の
八

前
節
第
三
款
の
規
定
は
、
即
応
予
備
自
衛
官
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
法
第
七
十
四
条
第

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
法
第
七
十
四
条
第

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
五
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
五
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十

四
条
第
二
項
」
と
、
第
百
条
中
「
法
第
七
十
四
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「

四
条
第
二
項
」
と
、
第
百
条
中
「
法
第
七
十
四
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「

法
第
七
十
五
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
四
条
第
三
項
」
と
、
第

法
第
七
十
五
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
四
条
第
三
項
」
と
、
第

百
二
条
第
一
項
中
「
法
第
七
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
五
条
の
八

百
二
条
中
「
法
第
七
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
五
条
の
八
に
お
い

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
四
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

て
準
用
す
る
法
第
七
十
四
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
教
育
訓
練
招
集
命
令
の
取
消
し
等
）

（
教
育
訓
練
招
集
命
令
の
取
消
し
等
）

第
百
二
条
の
九

第
八
十
九
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の

第
百
二
条
の
九

第
八
十
九
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
招
集
命
令
を
受
け
た
予
備
自
衛
官
補
に
つ
い
て
準
用

規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
招
集
命
令
を
受
け
た
予
備
自
衛
官
補
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
法
第
七
十
一
条
第

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
法
第
七
十
一
条
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
五
条
の
十
一
第
一
項
」
と
、
「
訓
練
招
集

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
五
条
の
十
一
第
一
項
」
と
、
「
訓
練
招
集

命
令
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
訓
練
招
集
命
令
」
と
、
「
訓
練
招
集
に
」
と
あ

命
令
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
訓
練
招
集
命
令
」
と
、
「
訓
練
招
集
に
」
と
あ

る
の
は
「
教
育
訓
練
招
集
に
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
訓
練
招

る
の
は
「
教
育
訓
練
招
集
に
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
訓
練
招

集
に
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
訓
練
招
集
に
」
と
、
「
訓
練
招
集
命
令
」
と
あ

集
に
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
訓
練
招
集
に
」
と
、
「
訓
練
招
集
命
令
」
と
あ

る
の
は
「
教
育
訓
練
招
集
命
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
の
は
「
教
育
訓
練
招
集
命
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
教
育
訓
練
招
集
命
令
書
の
交
付
）

（
教
育
訓
練
招
集
命
令
書
の
交
付
）

第
百
二
条
の
十
一

（
略
）

第
百
二
条
の
十
一

教
育
訓
練
招
集
命
令
書
は
、
地
方
協
力
本
部
長
が
隊
員
を

し
て
交
付
さ
せ
、
又
は
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
交
付
す
る

。

２

地
方
協
力
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
招
集
命
令
書
の
交

（
新
設
）

付
に
代
え
て
、
当
該
教
育
訓
練
招
集
命
令
を
受
け
る
べ
き
予
備
自
衛
官
補
の
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承
諾
を
得
て
、
当
該
教
育
訓
練
招
集
命
令
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的

方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
方

協
力
本
部
長
は
、
当
該
教
育
訓
練
招
集
命
令
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す

。
３

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
は
、
当
該
予
備
自
衛
官
補
の
使
用
に
係
る
電
子

（
新
設
）

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
予
備
自
衛

官
補
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４
・
５

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
二
条
の
十
四

第
六
節
第
三
款
の
規
定
は
、
予
備
自
衛
官
補
に
つ
い
て

第
百
二
条
の
十
四

第
六
節
第
三
款
の
規
定
は
、
予
備
自
衛
官
補
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
法
第
七
十

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
法
第
七
十

四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
五
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す

四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
五
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
七
十
四
条
第
二
項
」
と
、
第
百
条
中
「
法
第
七
十
四
条
第
三
項
」

る
法
第
七
十
四
条
第
二
項
」
と
、
第
百
条
中
「
法
第
七
十
四
条
第
三
項
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
五
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
四

と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
五
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
四

条
第
三
項
」
と
、
第
百
二
条
第
一
項
中
「
法
第
七
十
四
条
」
と
あ
る
の
は

条
第
三
項
」
と
、
第
百
二
条
中
「
法
第
七
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

「
法
第
七
十
五
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
四
条
」
と
読
み

七
十
五
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
四
条
」
と
読
み
替
え
る

替
え
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。


